
１．件名：放射性物質分析・研究施設第１棟におけるＲＩ使用施設の申請及び管理に係

る面談 

２．日時：令和２年１０月１４日（水） １５時３０分～１６時１５分 

３．場所：原子力規制庁７階会議室（テレビ会議システムにより実施） 

４．出席者 

 原子力規制庁 

 長官官房放射線防護グループ 放射線規制部門 

宮本安全規制管理官（放射線規制担当）、宮脇安全管理調査官、中﨑管理官補佐、

笠原上席放射線安全審査官、佐藤管理官補佐 

  原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 

竹内室長、林田管理官補佐 

 東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。） 

  福島第一廃炉推進カンパニー 

   廃棄物対策プログラム部 ＪＡＥＡ分析・研究施設ＰＪグループマネージャー 

他２名 

放射線・環境部 部長、保安総括グループマネージャー、固体廃棄物グループマ

ネージャー 他３名 

日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。） 

福島研究開発部門 福島研究開発拠点大熊分析・研究センター 

 センター長代理、施設安全部 次長 

安全・核セキュリティ統括部  

安全・核セキュリティ推進室 副主幹 他１名 

 

５．要旨 

（１） 本日、東京電力及び原子力機構と面談を実施し、原子力規制庁から、これまで

行政相談を受けていた放射性物質分析・研究施設第１棟（以下「第１棟」という。）

における非密封ＲＩ使用施設の申請及び管理に係る基本方針として、配付資料に

基づき、主に以下を伝えた。 

∙ 原子力機構が第１棟の分析用非密封ＲＩ使用者となる場合の責任主体につい

て、第１棟における非密封ＲＩの使用については、分析を実施する原子力機

構が責任を負い、分析対象試料となるガレキ等廃棄物の管理については、分

析後にＲＩが混在したものを含め、東京電力が責任を負うべきものと考える。 

∙ これを踏まえ、東京電力は、原子炉等規制法に関しては、分析中も特定原子

力施設の認可を受けた責任主体であることから、原子力機構が行うＲＩ活動



に関しても保安管理を含め、東京電力によるＲＩ法上の施設の管理責任が担

保できるよう実施計画の変更認可を受ける必要がある。また、放射性同位元

素等規制法に関しては、第１棟から非密封ＲＩ混在廃棄物が発生し、引き受

ける前までに、当該廃棄物の保管を行うために必要な許可を受ける必要があ

る。原子力機構については、上記方針を踏まえた放射性同位元素等規制法に

おける非密封ＲＩの使用に必要な許可を受ける必要がある。 

（２）また、原子力規制庁から、上記（１）の内容を踏まえた放射性同位元素等規制法

に基づく申請を行う際に踏まえるべき事項として、主に以下を伝えた。 

∙ 事業所境界は、これまでも伝えてきたとおり、物理的要因（敷地）及び管理

的要因（組織や管理体制）を踏まえ設定する必要がある。一方で、事業所境

界の線量限度に係る評価においては、現状の東京電力福島第一原子力発電所

事故由来の放射線の影響によって現行の限度規定では、適合しないと考えて

おり、対応について現在検討を進めているところ。 

∙ 東京電力が要する放射性同位元素等規制法上の許可については、第１棟の非

密封ＲＩ混在廃棄物を原子力機構から引き受け保管廃棄を行うにあたっては、

廃棄の業の許可が考えられる。いずれにしても、保管にあたっては、保管場

所等を特定した上で必要な許可を受ける必要がある。 

∙ 原子力機構は、分析後のガレキ等の廃棄物は、運用上の管理単位はあるもの

の、原則として、原子力機構では保管管理せず、東京電力の廃棄施設に払い

出すなど、廃棄物の管理が東京電力に移行できるようにすること。 

∙ 放射性同位元素等規制法上の排気設備の排気口を排気フィルタ前に設定する

のであれば、当該排気口の位置ないしはその前に放射線測定器を設置し、汚

染の状況を測定する必要があると考える。一方、排気中には原子炉等規制法

上の汚染が混在していることもあり、直接測定値を求めることは難しく、測

定結果に計算等を組み合わせた評価値として汚染の状況等を示すことが必要

になることもあり得ると考える。なお、上記のとおり、複数法令上の廃棄物

が混在しているか否かに係わらず、第１棟の廃棄物の管理については東京電

力が責任主体となることも留意すること。 

（３）東京電力及び原子力機構から、本日の説明内容を踏まえて対応を検討するととも

に、必要により行政相談を依頼したい旨の発言があった。 

６．配付資料 

∙ 「ＪＡＥＡが第１棟の分析用非密封ＲＩ使用者となる場合の管理」（令和 2 年

10 月 14 日 原子力規制庁 原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故

対策室 放射線防護グループ放射線規制部門） 

 


